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第 3回 日南町議会臨時会議案 
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議案第38号 

 

 

専決処分の承認を求めることについて（日南町税条例の一部改正） 

 

 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第179条第1項の規定により、日南町税条例の一部改正につ

いて、別紙のとおり専決処分をしたので、同法同条第3項の規定により、これを本議会に報告し

て承認を求める。 

 

 

令和7年5月9日 

 

 

                           日南町長  中村 英明 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

専 決 処 分 書 

 

 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第179条第１項の規定により、日南町税条例の一部を改正

することについて、次のとおり専決処分をする。 

 

 

令和7年3月31日 

 

 

                           日南町長  中村 英明 

 

 

日南町税条例の一部を改正する条例 

 

 

日南町税条例（昭和45年日南町条例第30号）の一部を次のように改正する。 

 

改 正 後 改 正 前 

(公示送達） 

第18条 地方税法(昭和25年法律第226号。以下

「法」という。)第20条の2の規定による公示

送達は、公示事項（同条第２項に規定する公

示事項をいう。以下この条において同じ。）

を地方税法施行規則（昭和29年総理府令第23

号。以下「施行規則」という。）第１条の８

第１項に規定する方法により不特定多数の者

が閲覧することができる状態に置く措置をと

るとともに、公示事項が記載された書面を日

南町公告式条例(昭和45年日南町条例第11号)

第2条第2項に規定する掲示場に掲示し、又は

公示事項を町の事務所に設置した電子計算機

の映像面に表示したものの閲覧をすることが

できる状態に置く措置をとることによってす

るものとする。 

(納税証明事項） 

第18条の3 施行規則            

                    第

1条の9第2号に規定する事項は、道路運送車

両法(昭和26年法律第185号)第59条第1項に規

定する検査対象軽自動車又は2輪の小型自動

車について天災その他やむを得ない事由によ

り種別割を滞納している場合においてその旨

とする。 

 

 

(公示送達） 

第18条 地方税法(昭和25年法律第226号。以下

「法」という。)第20条の2の規定による公示

送達は、                 

                      

                      

                      

                      

                      

                    日

南町公告式条例(昭和45年日南町条例第11号)

第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行う 

                      

                      

                      

   ものとする。 

(納税証明事項） 

第18条の3 地方税法施行規則（昭和29年総理

府令第23号。以下「施行規則」という。）第

1条の9第2号に規定する事項は、道路運送車

両法(昭和26年法律第185号)第59条第1項に規

定する検査対象軽自動車又は2輪の小型自動

車について天災その他やむを得ない事由によ

り種別割を滞納している場合においてその旨

とする。 

 

 



 

 

(所得控除） 

第34条の2 所得割の納税義務者が法第314条の 

2第1項各号のいずれかに掲げる者に該当する

場合には、同条第1項及び第3項から第11項ま

での規定により雑損控除額、医療費控除額、

社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金控

除額、生命保険料控除額、地震保険料控除

額、障害者控除額、寡婦控除額、ひとり親控

除額、勤労学生控除額、配偶者控除額、配偶

者特別控除額、扶養控除額又は特定親族特別

控除額を、前年の合計所得金額が2500万円以

下である所得割の納税義務者については、同

条第2項、第6項及び第11項の規定により基礎

控除額をそれぞれその者の前年の所得につい

て算定した総所得金額、退職所得金額又は山

林所得金額から控除する。 

(町民税の申告) 

第36条の2 第23条第1項第1号に掲げる者は、3

月15日までに、施行規則第5号の4様式(別表)

による申告書を町長に提出しなければならな

い。ただし、法第317条の6第1項又は第4項の

規定により給与支払報告書又は公的年金等支

払報告書を提出する義務がある者から1月1日

現在において給与又は公的年金等の支払を受

けている者で前年中において給与所得以外の

所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を

有しなかったもの(公的年金等に係る所得以

外の所得を有しなかった者で社会保険料控除

額(令第48条の9の7に規定するものを除

く。)、小規模企業共済等掛金控除額、生命

保険料控除額、地震保険料控除額、勤労学生

控除額、配偶者特別控除額（所得割の納税義

務者（前年の合計所得金額が900万円以下で

あるものに限る。）の法第314条の2第1項第

10号の2に規定する自己と生計を一にする配

偶者（前年の合計所得金額が95万円以下であ

るものに限る。）で控除対象配偶者に該当し

ないものに係るものを除く。）、法第314条

の2第4項に規定する扶養控除額若しくは特定

親族特別控除額（特定親族（同条第１項第12

号に規定する特定親族をいう。第36条の3の2

第1項第3号及び第36条の3の3第1項において

同じ。）（前年の合計所得金額が85万円以下

であるものに限る。）に係るものを除く。）

(所得控除） 

第34条の2 所得割の納税義務者が法第314条の 

2第1項各号のいずれかに掲げる者に該当する

場合には、同条第1項及び第3項から第11項ま

での規定により雑損控除額、医療費控除額、

社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金控

除額、生命保険料控除額、地震保険料控除

額、障害者控除額、寡婦控除額、ひとり親控

除額、勤労学生控除額、配偶者控除額、配偶

者特別控除額又は扶養控除額        

    を、前年の合計所得金額が2500万円以

下である所得割の納税義務者については、同

条第2項、第6項及び第11項の規定により基礎

控除額をそれぞれその者の前年の所得につい

て算定した総所得金額、退職所得金額又は山

林所得金額から控除する。 

(町民税の申告) 

第36条の2 第23条第1項第1号に掲げる者は、3

月15日までに、施行規則第5号の4様式(別表)

による申告書を町長に提出しなければならな

い。ただし、法第317条の6第1項又は第4項の

規定により給与支払報告書又は公的年金等支

払報告書を提出する義務がある者から1月1日

現在において給与又は公的年金等の支払を受

けている者で前年中において給与所得以外の

所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を

有しなかったもの(公的年金等に係る所得以

外の所得を有しなかった者で社会保険料控除

額(令第48条の9の7に規定するものを除

く。)、小規模企業共済等掛金控除額、生命

保険料控除額、地震保険料控除額、勤労学生

控除額、配偶者特別控除額（所得割の納税義

務者（前年の合計所得金額が900万円以下で

あるものに限る。）の法第314条の2第1項第

10号の2に規定する自己と生計を一にする配

偶者（前年の合計所得金額が95万円以下であ

るものに限る。）で控除対象配偶者に該当し

ないものに係るものを除く。）、法第314条

の2第4項に規定する扶養控除額若しくは特定

親族特別控除額（特定親族（同条第１項第12

号に規定する特定親族をいう。第36条の3の2

第1項第3号及び第36条の3の3第1項において

同じ。）（前年の合計所得金額が85万円以下

であるものに限る。）に係るものを除く。）



 

 

の控除又はこれらと併せて雑損控除額、医療

費控除額の控除、法第313条第8項に規定する

純損失の金額の控除、同条第9項に規定する

純損失若しくは雑損失の金額の若しくは第34

条の7第1項(同項第2号に掲げる寄附金(特定

非営利活動促進法第2条第3項に規定する認定

特定非営利活動法人及び同条第4項に規定す

る特例認定特定非営利活動法人に対するもの

を除く。第6項において同じ。)に係る部分を

除く。)及び第2項の規定により控除すべき金

額（以下この条において「寄附金税額控除

額」という。）の控除を受けようとするもの

を除く。以下この条において「給与所得等以

外の所得を有しなかった者」という。)及び

第24条第2項に規定する者(施行規則第2条の2

第1項の表の上欄の(2)に掲げる者を除く。)

については、この限りでない。 

2～9 略 

10 町長は、町民税の賦課徴収について必要が

あると認める場合には、新たに第23条第1項

第3号又は第4号に掲げる者に該当することと

なった者に、当該該当することとなった日か

ら10日以内に、その名称、代表者又は管理人

の氏名、主たる事務所又は事業所の所在、当

該市町村内に有する事務所、事業所又は寮等

の所在、法人番号（行政手続における特定の

個人を識別するための番号の利用等に関する

法律（平成25年法律第27号）第2条第16項に

規定する法人番号をいう。以下町民税につい

て同じ。）、当該該当することとなった日そ

の他必要な事項を申告させることができる。 

(個人の町民税に係る給与所得者の扶養親族

等申告書) 

第36条の3の2 所得税法第194条第1項の規定に

より同項に規定する申告書を提出しなければ

ならない者（以下この条において「給与所得

者」という。）で町内に住所を有する者は、

当該申告書の提出の際に経由すべき同項に規

定する給与等の支払者（以下この条において

「給与支払者」という。）から毎年最初に給

与の支払を受ける日の前日までに、施行規則

で定めるところにより、次に掲げる事項を記

載した申告書を、当該給与支払者を経由し

て、町長に提出しなければならない。 

の控除又はこれらと併せて雑損控除額、医療

費控除額の控除、法第313条第8項に規定する

純損失の金額の控除、同条第9項に規定する

純損失若しくは雑損失の金額の若しくは第34

条の7第1項(同項第2号に掲げる寄附金(特定

非営利活動促進法第2条第3項に規定する認定

特定非営利活動法人及び同条第4項に規定す

る特例認定特定非営利活動法人に対するもの

を除く。第6項において同じ。)に係る部分を

除く。)及び第2項の規定により控除すべき金

額（以下この条において「寄附金税額控除

額」という。）の控除を受けようとするもの

を除く。以下この条において「給与所得等以

外の所得を有しなかった者」という。)及び

第24条第2項に規定する者(施行規則第2条の2

第1項の表の上欄の(2)に掲げる者を除く。)

については、この限りでない。 

2～9 略 

10 町長は、町民税の賦課徴収について必要が

あると認める場合には、新たに第23条第1項

第3号又は第4号に掲げる者に該当することと

なった者に、当該該当することとなった日か

ら10日以内に、その名称、代表者又は管理人

の氏名、主たる事務所又は事業所の所在、当

該市町村内に有する事務所、事業所又は寮等

の所在、法人番号（行政手続における特定の

個人を識別するための番号の利用等に関する

法律（平成25年法律第27号）第2条第15項に

規定する法人番号をいう。以下町民税につい

て同じ。）、当該該当することとなった日そ

の他必要な事項を申告させることができる。 

(個人の町民税に係る給与所得者の扶養親族

等申告書) 

第36条の3の2 所得税法第194条第1項の規定に

より同項に規定する申告書を提出しなければ

ならない者（以下この条において「給与所得

者」という。）で町内に住所を有する者は、

当該申告書の提出の際に経由すべき同項に規

定する給与等の支払者（以下この条において

「給与支払者」という。）から毎年最初に給

与の支払を受ける日の前日までに、施行規則

で定めるところにより、次に掲げる事項を記

載した申告書を、当該給与支払者を経由し

て、町長に提出しなければならない。 



 

 

 (1)・(2) 略 

 (3) 扶養親族又は特定親族の氏名 

 (4) 略 

2～6 略 

(個人の町民税に係る公的年金等受給者の扶

養親族等申告書) 

第36条の3の3 所得税法第203条の6第1項の規

定により同項に規定する申告書を提出しなけ

ればならない者又は法の施行地において同項

に規定する公的年金等（所得税法第203条の7

の規定の適用を受けるものを除く。以下この

項において「公的年金等」という。）の支払

を受ける者であって、特定配偶者（所得割の

納税義務者（合計所得金額が900万円以下で

あるものに限る。）の自己と生計を一にする

配偶者（退職手当等（第53条の2に規定する

退職手当等に限る。以下この項において同

じ。）に係る所得を有する者であって、合計

所得金額が95万円以下であるものに限る。）

をいう。第2号において同じ。）又は扶養親

族（年齢16歳未満の者又は控除対象扶養親族

であって退職手当等に係る所得を有する者に

限る。）若しくは特定親族（退職手当等に係

る所得を有する者であって、合計所得金額が

85万円以下であるものに限る。）を有する者

（以下この条において「公的年金等受給者」

という。）で町内に住所を有する者は、当該

申告書の提出の際に経由すべき所得税法第

203条の6第1項に規定する公的年金等の支払

者（以下この条において「公的年金等支払

者」という。）から毎年最初に公的年金等の

支払を受ける日の前日までに、施行規則で定

めるところにより、次に掲げる事項を記載し

た申告書を、当該公的年金等支払者を経由し

て、町長に提出しなければならない。 

(1)・(2) 略 

 (3) 扶養親族又は特定親族の氏名 

 (4) 略 

2～5 略 

(施行規則第15条の3第3項並びに第15条の3の

2第4項及び第5項の規定による補正の方法の申

出) 

第63条の2 施行規則第15条の3第3項並びに第

15条の3の2第4項及び第5項の規定による補正

 (1)・(2) 略 

 (3) 扶養親族      の氏名 

 (4) 略 

2～6 略 

(個人の町民税に係る公的年金等受給者の扶

養親族等申告書) 

第36条の3の3 所得税法第203条の6第1項の規

定により同項に規定する申告書を提出しなけ

ればならない者又は法の施行地において同項

に規定する公的年金等（所得税法第203条の7

の規定の適用を受けるものを除く。以下この

項において「公的年金等」という。）の支払

を受ける者であって、特定配偶者（所得割の

納税義務者（合計所得金額が900万円以下で

あるものに限る。）の自己と生計を一にする

配偶者（退職手当等（第53条の2に規定する

退職手当等に限る。以下この項において同

じ。）に係る所得を有する者であって、合計

所得金額が95万円以下であるものに限る。）

をいう。第2号において同じ。）又は扶養親

族（年齢16歳未満の者又は控除対象扶養親族

であって退職手当等に係る所得を有する者に

限る。）                 

                      

                を有する者

（以下この条において「公的年金等受給者」

という。）で町内に住所を有する者は、当該

申告書の提出の際に経由すべき所得税法第

203条の6第1項に規定する公的年金等の支払

者（以下この条において「公的年金等支払

者」という。）から毎年最初に公的年金等の

支払を受ける日の前日までに、施行規則で定

めるところにより、次に掲げる事項を記載し

た申告書を、当該公的年金等支払者を経由し

て、町長に提出しなければならない。 

(1)・(2) 略 

(3) 扶養親族      の氏名 

 (4) 略 

2～5 略 

(施行規則第15条の3第3項並びに第15条の3の

2第4項及び第5項の規定による補正の方法の申

出) 

第63条の2 施行規則第15条の3第3項並びに第

15条の3の2第4項及び第5項の規定による補正



 

 

の方法の申出は、当該家屋に係る区分所有者

の代表者が、毎年1月31日までに次の各号に

掲げる事項を記載した申出書を町長に提出し

て行わなければならない。 

(1) 代表者の住所、氏名又は名称及び個人番

号（行政手続における特定の個人を識別する

ための番号の利用等に関する法律第2条第5項

に規定する個人番号をいい、当該書類を提出

する者の同項に規定する個人番号に限る。以

下固定資産税について同じ。）又は法人番号

（同条第16項に規定する法人番号をいう。以

下固定資産税について同じ。）（個人番号又

は法人番号を有しない者にあっては、住所及

び氏名又は名称） 

(2)～(4) 略 

2 略 

(種別割の税率） 

第82条 次の各号に掲げる軽自動車等に対して

課する種別割の税率は、1台について、それ

ぞれ当該各号に定める額とする。 

(1) 原動機付自転車 

ア総排気量が0.05リットル以下のもの又は

定格出力が0.6キロワット以下のもの(ウ

及びオに掲げるものを除く。) 年額 

2,000円 

イ 2輪のもので、総排気量が0.05リットル

を超え、0.09リットル以下のもの（ウに

掲げるものを除く。）又は定格出力が

0.6キロワットを超え、0.8キロワット以

下のもの 年額 2,000円 

ウ 二輪のもので、総排気量が0.125リット

ル以下かつ最高出力が4.0キロワット以

下のもの 年額 2,000円 

エ 2輪のもので、総排気量が0.09リットル

を超えるもの（ウに掲げるものを除

く。）又は定格出力が0.8キロワットを

超えるもの 年額 2,400円 

(2)・(3) 略 

(種別割の減免) 

第89条 略 

2 前項の規定によって種別割の減免を受けよ

うとする者は、納期限前7日までに、当該軽

自動車等について減免を受けようとする税額

及び次の各号に掲げる事項を記載した申請書

の方法の申出は、当該家屋に係る区分所有者

の代表者が、毎年1月31日までに次の各号に

掲げる事項を記載した申出書を町長に提出し

て行わなければならない。 

(1) 代表者の住所、氏名又は名称及び個人番

号（行政手続における特定の個人を識別する

ための番号の利用等に関する法律第2条第5項

に規定する個人番号をいい、当該書類を提出

する者の同項に規定する個人番号に限る。以

下固定資産税について同じ。）又は法人番号

（同条第15項に規定する法人番号をいう。以

下固定資産税について同じ。）（個人番号又

は法人番号を有しない者にあっては、住所及

び氏名又は名称） 

(2)～(4) 略 

2 略 

(種別割の税率） 

第82条 次の各号に掲げる軽自動車等に対して

課する種別割の税率は、1台について、それ

ぞれ当該各号に定める額とする。 

(1) 原動機付自転車 

ア総排気量が0.05リットル以下のもの又は

定格出力が0.6キロワット以下のもの(エ 

   に掲げるものを除く。) 年額 

2,000円 

イ 2輪のもので、総排気量が0.05リットル

を超え、0.09リットル以下のもの又は  

             定格出力が

0.6キロワットを超え、0.8キロワット以

下のもの 年額 2,000円 

  (新規) 

 

 

ウ 2輪のもので、総排気量が0.09リットル

を超えるもの又は            

     定格出力が0.8キロワットを

超えるもの 年額 2,400円 

(2)・(3) 略 

(軽自動車税の減免) 

第89条 略 

2 前項の規定によって種別割の減免を受けよ

うとする者は、納期限前7日までに、当該軽

自動車等について減免を受けようとする税額

及び次の各号に掲げる事項を記載した申請書



 

 

に減免を必要とする事由を証明する書類を添

付し、これを町長に提出しなければならな

い。 

(1) 略 

(2) 軽自動車等の所有者等の住所又は事務所

若しくは事業所の所在地、氏名又は名称及

び個人番号（行政手続における特定の個人

を識別するための番号の利用等に関する法

律第2条第5項に規定する個人番号をいう。

以下この号及び次条において同じ。）又は

法人番号（同法第2条第16項に規定する法

人番号をいう。以下この号において同

じ。）（個人番号又は法人番号を有しない

者にあっては、住所又は事務所若しくは事

業所の所在地及び氏名又は名称） 

(3)・(4) 略 

(5) 原動機の総排気量又は定格出力（第82条

第1項第1号ウに掲げる原動機付自転車にあ

っては、原動機の総排気量及び最高出力） 

(6)～(8) 略 

3 略 

(身体障害者等に対する種別割の減免) 

第90条 略 

2 前項第1号の規定によって種別割の減免を受

けようとする者は、納期限前7日までに、町

長に対して、身体障害者福祉法第15条の規定

により交付された身体障害者手帳(戦傷病者

特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規

定により戦傷病者手帳の交付を受けている者

で身体障害者手帳の交付を受けていないもの

にあっては、戦傷病者手帳とする。以下この

項において「身体障害者手帳」という。)、

厚生労働大臣が定めるところにより交付され

た療育手帳(以下この項において「療育手

帳」という。)又は精神保健及び精神障害者

福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第

45条の規定により交付された精神障害者保健

福祉手帳(以下この項において「精神障害者

保健福祉手帳」という。)及び道路交通法(昭

和35年法律第105号)第92条の規定により交付

された身体障害者若しくは身体障がい者等と

生計を一にする者若しくは身体障がい者等

(身体障がい者等のみで構成される世帯の者

に限る。)を常時介護する者の運転免許証(以

に減免を必要とする事由を証明する書類を添

付し、これを町長に提出しなければならな

い。 

(1) 略 

(2) 軽自動車等の所有者等の住所又は事務所

若しくは事業所の所在地、氏名又は名称及

び個人番号（行政手続における特定の個人

を識別するための番号の利用等に関する法

律第2条第5項に規定する個人番号をいう。

以下この号及び次条において同じ。）又は

法人番号（同法第2条第15項に規定する法

人番号をいう。以下この号において同

じ。）（個人番号又は法人番号を有しない

者にあっては、住所又は事務所若しくは事

業所の所在地及び氏名又は名称） 

(3)・(4) 略 

(5) 原動機の総排気量又は定格出力     

                    

                    

(6)～(8) 略 

3 略 

(身体障害者等に対する種別割の減免) 

第90条 略 

2 前項第1号の規定によって種別割の減免を受

けようとする者は、納期限前7日までに、町

長に対して、身体障害者福祉法第15条の規定

により交付された身体障害者手帳(戦傷病者

特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規

定により戦傷病者手帳の交付を受けている者

で身体障害者手帳の交付を受けていないもの

にあっては、戦傷病者手帳とする。以下この

項において「身体障害者手帳」という。)、

厚生労働大臣が定めるところにより交付され

た療育手帳(以下この項において「療育手

帳」という。)又は精神保健及び精神障害者

福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第

45条の規定により交付された精神障害者保健

福祉手帳(以下この項において「精神障害者

保健福祉手帳」という。)及び道路交通法(昭

和35年法律第105号)第92条の規定により交付

された身体障害者又は  身体障がい者等と

生計を一にする者若しくは身体障がい者等

(身体障がい者等のみで構成される世帯の者

に限る。)を常時介護する者の運転免許証(以



 

 

下この項において「運転免許証」という。)

又はこれらの者の特定免許情報（同法第95条

の2第2項に規定する特定免許情報をいう。次

項において同じ。）が記録された免許情報記

録個人番号カード（同法第95条の2第4項に規

定する免許情報記録個人番号カードをいう。

次項において同じ。）を提示するとともに、

次の各号に掲げる事項を記載した申請書に減

免を必要とする理由を証明する書類を添付し

て、提出しなければならない。 

(1)～(4) 略 

(5) 運転免許証又は道路交通法第95条の2第2

項第1号に規定する免許情報記録（以下こ

の号において「免許情報記録」という。）

の番号、運転免許の年月日、運転免許証又

は免許情報記録の有効期限並びに運転免許

の種類及び条件が附されている場合にはそ

の条件 

(6) 略 

3 前項の場合において、免許情報記録個人番

号カードを提示したときは、当該免許情報記

録個人番号カードに記録された特定免許情報

を確認するために必要な措置を受けなければ

ならない。 

4・5 略 

(特別土地保有税の減免） 

第139条の3 略 

2 前項の規定により特別土地保有税の減免を

受けようとする者は、納期限（前7日）まで

に、次に掲げる事項を記載した申請書にその

減免を受けようとする事由を証明する書類を

添付して町長に提出しなければならない。た

だし、町長が、当該者が所有し、又は取得す

る土地が同項各号のいずれかに該当すること

が明らかであり、かつ、特別土地保有税を減

免する必要があると認める場合は、この限り

でない。 

(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び法

人番号（行政手続における特定の個人を識

別するための番号の利用等に関する法律第

2条第16項に規定する法人番号をいう。以

下この号において同じ。）（法人番号を有

しない者にあっては、住所及び氏名又は名

称） 

下この項において「運転免許証」という。)

を提示                   

                      

                     

                     

                     

             するとともに、

次の各号に掲げる事項を記載した申請書に減

免を必要とする理由を証明する書類を添付し

て、提出しなければならない。 

(1)～(4) 略 

(5) 運転免許証の番号、交付年月日及び  

                    

                    

                    

        有効期限並びに運転免許

の種類及び条件が附されている場合にはそ

の条件 

(6) 略 

(新規) 

 

 

 

 

3・4 略 

(特別土地保有税の減免） 

第139条の3 略 

2 前項の規定により特別土地保有税の減免を

受けようとする者は、納期限（前7日）まで

に、次に掲げる事項を記載した申請書にその

減免を受けようとする事由を証明する書類を

添付して町長に提出しなければならない。た

だし、町長が、当該者が所有し、又は取得す

る土地が同項各号のいずれかに該当すること

が明らかであり、かつ、特別土地保有税を減

免する必要があると認める場合は、この限り

でない。 

(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び法

人番号（行政手続における特定の個人を識

別するための番号の利用等に関する法律第

2条第15項に規定する法人番号をいう。以

下この号において同じ。）（法人番号を有

しない者にあっては、住所及び氏名又は名

称） 



 

 

(2)・(3) 略 

3 略 

(入湯税に係る特別徴収義務者の経営申告） 

第149条 鉱泉浴場を経営しようとする者は、

経営開始の日の前日までに、次に掲げる事項

を市長に申告しなければならない。申告した

事項に異動があった場合においては、直ちに

その旨を申告しなければならない。 

(1) 住所又は事務所若しくは事業所の所在

地、氏名又は名称及び個人番号（行政手続

における特定の個人を識別するための番号

の利用等に関する法律第2条第5項に規定す

る個人番号をいう。以下この号において同

じ。）又は法人番号（同条第16項に規定す

る法人番号をいう。以下この号において同

じ。）（個人番号又は法人番号を有しない

者にあっては、住所又は事務所若しくは事

業所の所在地及び氏名又は名称） 

(2)・(3) 略 

 

附 則 

(法附則第15条第2項第1号等の条例で定める

割合） 

第10条の2 略 

2～22 略 

23 法附則第15条第36項に規定する市町村の条

例で定める割合は、3分の2とする。 

24 法附則第15条第37項に規定する市町村の条

例で定める割合は、2分の1とする。 

25 法附則第15条第40項に規定する市町村の条

例で定める割合は、3分の2とする。 

26 法附則第15条第41項に規定する市町村の条

例で定める割合は、4分の3とする。 

27・28 略 

(新築住宅等に対する固定資産税の減額の規

定の適用を受けようとする者がすべき申告） 

第10条の3 略 

2～13 略 

14 町長は、法附則第15条の9の3第1項に規定

する特定マンションに係る区分所有に係る家

屋については、前項の申告書の提出がなかっ

た場合においても、マンションの管理の適正

化の推進に関する法律（平成12年法律第149

号）第5条の2第1項に規定する管理組合の管

(2)・(3) 略 

3 略 

(入湯税に係る特別徴収義務者の経営申告） 

第149条 鉱泉浴場を経営しようとする者は、

経営開始の日の前日までに、次に掲げる事項

を市長に申告しなければならない。申告した

事項に異動があった場合においては、直ちに

その旨を申告しなければならない。 

(1) 住所又は事務所若しくは事業所の所在

地、氏名又は名称及び個人番号（行政手続

における特定の個人を識別するための番号

の利用等に関する法律第2条第5項に規定す

る個人番号をいう。以下この号において同

じ。）又は法人番号（同条第15項に規定す

る法人番号をいう。以下この号において同

じ。）（個人番号又は法人番号を有しない

者にあっては、住所又は事務所若しくは事

業所の所在地及び氏名又は名称） 

(2)・(3) 略 

 

附 則 

(法附則第15条第2項第1号等の条例で定める

割合） 

第10条の2 略 

2～22 略 

23 法附則第15条第37項に規定する市町村の条

例で定める割合は、3分の2とする。 

24 法附則第15条第38項に規定する市町村の条

例で定める割合は、2分の1とする。 

25 法附則第15条第41項に規定する市町村の条

例で定める割合は、3分の2とする。 

26 法附則第15条第42項に規定する市町村の条

例で定める割合は、4分の3とする。 

27・28 略 

(新築住宅等に対する固定資産税の減額の規

定の適用を受けようとする者がすべき申告） 

第10条の3 略 

2～13 略 

(新規) 

 

 

 

 

 



 

 

理者等から法附則第15条の9の3第2項に規定

する期間内に施行規則附則第7条第17項各号

に掲げる書類の提出がされ、かつ、当該特定

マンションが法附則第15条の9の3第1項に規

定する要件に該当すると認められるときは、

前項の規定にかかわらず、同条第1項の規定

を適用することができる。 

15・16 略 

(削る) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14・15 略 

(平成28年熊本地震に係る固定資産税の特例

の適用を受けようとする者がすべき申告等） 

第10条の4 法附則第16条の2第1項（同条第2項

において準用する場合を含む。）の規定の適

用を受けようとする者は、当該年度の初日の

属する年の1月31日（第54条第6項の規定によ

り同項に規定する仮換地等に係る同条第1項

の所有者とみなされた者が当該仮換地等につ

いて法附則第16条の2第6項（同条第7項にお

いて準用する場合を含む。）の規定により読

み替えて適用される同条第1項の規定の適用

を受けようとする場合にあつては、3月31

日）までに次の各号に掲げる事項を記載した

申告書を町長に提出しなければならない。 

(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個

人番号又は法人番号（個人番号又は法人番

号を有しない者にあつては、住所及び氏名

又は名称）並びに当該納税義務者が令附則

第12条の4第1項第3号から第5号まで又は第

3項第3号から第5号までに掲げる者である

場合にあつては、同条第1項第1号若しくは

第2号又は第3項第1号若しくは第2号に掲げ

る者との関係 

(2) 法附則第16条の2第1項に規定する被災住宅

用地の上に平成28年度に係る賦課期日にお

いて存した家屋の所有者及び家屋番号 

(3) 当該年度に係る賦課期日において法附則第

16条の2第1項（同条第2項において準用す

る場合及び同条第6項（同条第7項において

準用する場合を含む。）の規定により読み

替えて適用される場合を含む。）の規定の

適用を受けようとする土地を法第349条の3

の2第1項に規定する家屋の敷地の用に供す

る土地として使用することができない理由 

(4) その他町長が固定資産税の賦課徴収に関し

必要と認める事項 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 法附則第16条の2第1項（同条第2項において

準用する場合を含む。）の規定の適用を受け

る土地に係る令和5年度及び令和6年度分の固

定資産税については、第74条の規定は適用し

ない。 

3 法附則第16条の2第4項に規定する特定被災

共用土地（以下この項において「特定被災共

用土地」という。）に係る固定資産税額の按

分の申出は、同項に規定する特定被災共用土

地納税義務者（以下この項において「特定被

災共用土地納税義務者」という。）の代表者

が毎年1月31日までに次の各号に掲げる事項

を記載した申出書を町長に提出して行わなけ

ればならない。 

(1) 代表者の住所、氏名又は名称及び個人番

号又は法人番号（個人番号又は法人番号を

有しない者にあつては、住所及び氏名又は

名称） 

(2) 特定被災共用土地の所在、地番、地目及

び地積並びにその用途 

(3) 特定被災共用土地に係る法附則第16条の

2第3項に規定する被災区分所有家屋の所

在、家屋番号、種類、構造及び床面積並び

にその用途 

(4) 各特定被災共用土地納税義務者の住所及

び氏名並びに当該各特定被災共用土地納税

義務者の当該特定被災共用土地に係る持分

の割合 

(5) 法附則第16条の2第3項の規定により按分

する場合に用いられる割合に準じて定めた

割合及び当該割合の算定方法 

4 法附則第16条の2第9項の規定により特定被

災共用土地とみなされた特定仮換地等（以下

この項において「特定仮換地等」という。）

に係る固定資産税額の按分の申出について

は、前項中「特定被災共用土地納税義務者」

とあるのは「特定仮換地等納税義務者」と、

「特定被災共用土地の」とあるのは「特定仮

換地等の」と、「特定被災共用土地に」とあ

るのは「特定仮換地等に対応する従前の土地

である特定被災共用土地に」とする。 

 

 



 

 

(削る) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(平成30年7月豪雨に係る固定資産税の特例の

適用を受けようとする者がすべき申告等） 

第10条の5 法附則第16条の3第1項（同条第2項

において準用する場合を含む。）の規定の適

用を受けようとする者は、当該年度の初日の

属する年の1月31日（第54条第6項の規定によ

り同項に規定する仮換地等に係る同条第1項

の所有者とみなされた者が当該仮換地等につ

いて法附則第16条の3第6項（同条第7項にお

いて準用する場合を含む。）の規定により読

み替えて適用される同条第1項の規定の適用

を受けようとする場合にあっては、1月31

日）までに次に掲げる事項を記載した申告書

を町長に提出しなければならない。 

(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個

人番号又は法人番号（個人番号又は法人番

号を有しない者にあつては、住所及び氏名

又は名称）並びに当該納税義務者が令附則

第12条の5第1項第3号から第5号まで又は第

3項第3号から第5号までに掲げる者である

場合にあつては、同条第1項第1号若しくは

第2号又は第3項第1号若しくは第2号に掲げ

る者との関係 

(2) 法附則第16条の3第1項に規定する被災住

宅用地の上に平成30年度に係る賦課期日に

おいて存した家屋の所有者及び家屋番号 

(3) 当該年度に係る賦課期日において法附則

第16条の3第1項（同条第2項において準用

する場合及び同条第6項（同条第7項におい

て準用する場合を含む。）の規定により読

み替えて適用される場合を含む。）の規定

の適用を受けようとする土地を法第349条

の3の2第1項に規定する家屋の敷地の用に

供する土地として使用することができない

理由 

(4) その他町長が固定資産税の賦課徴収に関

し必要と認める事項 

2 法附則第16条の3第1項（同条第2項において

準用する場合を含む。）の規定の適用を受け

る土地に係る令和5年度分及び令和6年度分の

固定資産税については、第74条の規定は適用

しない。 

3 法附則第16条の3第4項に規定する特定被災

共用土地（以下この項において「特定被災共



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(令和2年7月豪雨に係る固定資産税の特例の

適用を受けようとする者がすべき申告等） 

第10条の4 法附則第16条の2第1項（同条第2項

において準用する場合を含む。）の規定の適

用を受けようとする者は、当該年度の初日の

属する年の1月31日（第54条第6項の規定によ

り同項に規定する仮換地等に係る同条第1項

の所有者とみなされた者が当該仮換地等につ

いて法附則第16条の2第6項（同条第7項にお

いて準用する場合を含む。）の規定により読

み替えて適用される同条第1項の規定の適用

用土地」という。）に係る固定資産税額の按

分の申出は、同項に規定する特定被災共用土

地納税義務者（以下この項において「特定被

災共用土地納税義務者」という。）の代表者

が毎年1月31日までに次に掲げる事項を記載

した申出書を町長に提出して行わなければな

らない。 

(1) 代表者の住所、氏名又は名称及び個人番

号又は法人番号（個人番号又は法人番号を

有しない者にあっては、住所及び氏名又は

名称） 

(2) 特定被災共用土地の所在、地番、地目及

び地積並びにその用途 

(3) 特定被災共用土地に係る法附則第16条の

3第3項に規定する被災区分所有家屋の所

在、家屋番号、種類、構造及び床面積並び

にその用途 

(4) 各特定被災共用土地納税義務者の住所及

び氏名並びに当該各特定被災共用土地納税

義務者の当該特定被災共用土地に係る持分

の割合 

(5) 法附則第16条の3第3項の規定により按分

する場合に用いられる割合に準じて定めた

割合及び当該割合の算定方法 

4 法附則第16条の3第9項の規定により特定被

災共用土地とみなされた特定仮換地等（以下

この項において「特定仮換地等」という。）

に係る固定資産税額の按分の申出について

は、前項中「特定被災共用土地納税義務者」

とあるのは「特定仮換地等納税義務者」と、

「特定被災共用土地の」とあるのは「特定仮

換地等の」と、「特定被災共用土地に」とあ

るのは「特定仮換地等に対応する従前の土地

である特定被災共用土地に」とする。 

(令和2年7月豪雨に係る固定資産税の特例の

適用を受けようとする者がすべき申告等） 

第10条の6 法附則第16条の4第1項（同条第2項

において準用する場合を含む。）の規定の適

用を受けようとする者は、当該年度の初日の

属する年の1月31日（第54条第6項の規定によ

り同項に規定する仮換地等に係る同条第1項

の所有者とみなされた者が当該仮換地等につ

いて法附則第16条の4第6項（同条第7項にお

いて準用する場合を含む。）の規定により読

み替えて適用される同条第1項の規定の適用



 

 

を受けようとする場合にあっては、1月31

日）までに次に掲げる事項を記載した申告書

を町長に提出しなければならない。 

(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個

人番号又は法人番号（個人番号又は法人番

号を有しない者にあっては、住所及び氏名

又は名称）並びに当該納税義務者が令附則

第12条の4第1項第3号から第５号まで又は

第3項第3号から第5号までに掲げる者であ

る場合にあっては、同条第1項第1号若しく

は第2号又は第3項第1号若しくは第2号に掲

げる者との関係 

(2) 法附則第16条の2第1項に規定する被災住

宅用地の上に令和2年度に係る賦課期日に

おいて存した家屋の所有者及び家屋番号 

(3) 当該年度に係る賦課期日において法附則

第16条の2第1項（同条第2項において準用

する場合及び同条第6項（同条第7項におい

て準用する場合を含む。）の規定により読

み替えて適用される場合を含む。）の規定

の適用を受けようとする土地を法第349条

の3の2第1項に規定する家屋の敷地の用に

供する土地として使用することができない

理由 

(4) 略 

2 法附則第16条の2第1項（同条第2項において

準用する場合を含む。）の規定の適用を受け

る土地に係る令和7年度分及び令和8年度分の

固定資産税については、第74条の規定は適用

しない。 

3 法附則第16条の2第4項に規定する特定被災

共用土地（以下この項において「特定被災共

用土地」という。）に係る固定資産税額の按

分の申出は、同条第4項に規定する特定被災

共用土地納税義務者（以下この項において

「特定被災共用土地納税義務者」という。）

の代表者が毎年1月31日までに次に掲げる事

項を記載した申出書を町長に提出して行わな

ければならない。 

(1)・(2) 略 

(3) 特定被災共用土地に係る法附則第16条の

2第3項に規定する被災区分所有家屋の所

在、家屋番号、種類、構造及び床面積並び

にその用途 

を受けようとする場合にあっては、1月31

日）までに次に掲げる事項を記載した申告書

を町長に提出しなければならない。 

(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個

人番号又は法人番号（個人番号又は法人番

号 を有しない者にあっては、住所及び氏

名又は名称）並びに当該納税義務者が令附

則第12条の6第1項第3号から第５号まで又

は第3項第3号から第5号までに掲げる者で

ある場合にあっては、同条第1項第1号若し

くは第2号又は第3項第1号若しくは第2号に

掲げる者との関係 

(2) 法附則第16条の4第1項に規定する被災住

宅用地の上に令和2年度に係る賦課期日に

おいて存した家屋の所有者及び家屋番号 

(3) 当該年度に係る賦課期日において法附則

第16条の4第1項（同条第2項において準用

する場合及び同条第6項（同条第7項におい

て準用する場合を含む。）の規定により読

み替えて適用される場合を含む。）の規定

の適用を受けようとする土地を法第349条

の3の2第1項に規定する家屋の敷地の用に

供する土地として使用することができない

理由 

(4) 略 

2 法附則第16条の4第1項（同条第2項において

準用する場合を含む。）の規定の適用を受け

る土地に係る令和5年度分及び令和6年度分の

固定資産税については、第74条の規定は適用

しない。 

3 法附則第16条の4第4項に規定する特定被災

共用土地（以下この項において「特定被災共

用土地」という。）に係る固定資産税額の按

分の申出は、同条第4項に規定する特定被災

共用土地納税義務者（以下この項において

「特定被災共用土地納税義務者」という。）

の代表者が毎年1月31日までに次に掲げる事

項を記載した申出書を町長に提出して行わな

ければならない。 

(1)・(2) 略 

(3) 特定被災共用土地に係る法附則第16条の

4第3項に規定する被災区分所有家屋の所

在、家屋番号、種類、構造及び床面積並び

にその用途 



 

 

(4) 略 

(5) 法附則第16条の2第3項の規定により按分

する場合に用いられる割合に準じて定めた

割合及び当該割合の算定方法 

4 法附則第16条の2第9項の規定により特定被

災共用土地とみなされた特定仮換地等（以下

この項において「特定仮換地等」という。）

に係る固定資産税額の按分の申出について

は、前項中「特定被災共用土地納税義務者」

とあるのは「特定仮換地等納税義務者」と、

「特定被災共用土地の」とあるのは「特定仮

換地等の」と、「特定被災共用土地に」とあ

るのは「特定仮換地等に対応する従前の土地

である特定被災共用土地に」とする。 

(加熱式たばこに係るたばこ税の課税標準の

特例) 

第16条の2の2 令和8年4月1日以後に第92条の2

第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しく

は消費等（次項において「売渡し等」とい

う。）が行われた加熱式たばこ（第92条第1

号オに掲げる加熱式たばこをいい、第93条の

2の規定により製造たばことみなされるもの

を含む。以下この条において同じ。）に係る

第94条第1項の製造たばこの本数は、同条第3

項の規定にかかわらず、当分の間、次の各号

に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法

により換算した紙巻たばこ（第92条第1号ア

に掲げる紙巻たばこをいう。以下この項及び

次項において同じ。）の本数によるものとす

る。 

(1) 葉たばこ（たばこ事業法第2条第2号に規

定する葉たばこをいう。）を原料の全部

又は一部としたものを紙その他これに類

する材料のもので巻いた加熱式たばこ

（当該葉たばこを原料の全部又は一部と

したものを施行規則附則第8条の4の2に規

定するところにより直接加熱することに

よって喫煙の用に供されるものに限

る。） 当該加熱式たばこの重量（フィ

ルターその他の施行規則附則第8条の4の3

に規定するものに係る部分の重量を除

く。以下この項から第3項までにおいて同

じ。）の0.35グラムをもって紙巻たばこ

の1本に換算する方法。ただし、当該加熱

(4) 略 

(5) 法附則第16条の4第3項の規定により按分

する場合に用いられる割合に準じて定めた

割合及び当該割合の算定方法 

4 法附則第16条の4第9項の規定により特定被

災共用土地とみなされた特定仮換地等（以下

この項において「特定仮換地等」という。）

に係る固定資産税額の按分の申出について

は、前項中「特定被災共用土地納税義務者」

とあるのは「特定仮換地等納税義務者」と、

「特定被災共用土地の」とあるのは「特定仮

換地等の」と、「特定被災共用土地に」とあ

るのは「特定仮換地等に対応する従前の土地

である特定被災共用土地に」とする。 

(新規) 

 



 

 

式たばこの1本当たりの重量が0.35グラム

未満である場合にあっては、当該加熱式

たばこの1本をもって紙巻たばこの1本に

換算する方法 

(2) 前号に掲げるもの以外の加熱式たばこ 

当該加熱式たばこの重量の0.2グラムをも

って紙巻たばこの1本に換算する方法。た

だし、当該加熱式たばこの品目ごとの1個

当たりの重量が4グラム未満である場合に

あっては、当該加熱式たばこの品目ごと

の1個をもって紙巻たばこの20本に換算す

る方法 

2 前項の規定により加熱式たばこのうち同項

第1号ただし書の規定の適用を受けるもの及び

同項第2号ただし書の規定の適用を受けるもの

以外のものの重量を紙巻たばこの本数に換算

する場合における計算は、売渡し等が行われ

た加熱式たばこの品目ごとの1個当たりの重量

に当該加熱式たばこの品目ごとの数量を乗じ

て得た重量を同項各号に掲げる区分ごとに合

計し、その合計重量を紙巻たばこの本数に換

算する方法により行うものとする。 

3 前項の計算に関し、同項の加熱式たばこの

品目ごとの1個当たりの重量に0.1グラム未満の

端数がある場合には、その端数を切り捨てるも

のとする。 

4 第1項第2号に掲げる加熱式たばこ（第93条

の２の規定により製造たばことみなされるもの

に限る。）のうち、次に掲げるものについて

は、同号ただし書の規定は、適用しない。 

(1) 第1項第1号に掲げる加熱式たばこと併せ

て喫煙の用に供されるもの 

 (2) 第1項第2号に掲げる加熱式たばこ（第93

条の2の規定により製造たばことみなされるも

のを除く。）と併せて喫煙の用に供される加熱

式たばこ（同条の規定により製造たばことみな

されるものに限る。）であって当該加熱式たば

このみの品目のもの 

 

備考 改正部分は下線の部分及び太枠で囲まれた部分である。 

 

   附 則 

（施行期日） 

第1条 この条例は、令和7年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号

に定める日から施行する。 



 

 

(1) 第34条の2、第36条の2第1項ただし書、第36条の3の2第1項第3号及び第36条の3の3第1項

の改正規定並びに附則第3条の規定 令和8年1月1日 

(2) 附則第16条の2の次に1条を加える改正規定及び附則第6条の規定 令和8年4月1日 

(3) 第18条及び第18条の3の改正規定並びに次条の規定 地方税法等の一部を改正する法律

（令和5年法律第1号）附則第1条第12号に掲げる規定の施行の日 

(公示送達に関する経過措置） 

第2条 この条例による改正後の日南町税条例（以下「新条例」という。）第18条の規定は、前

条第3号に掲げる規定の施行の日以後にする公示送達について適用し、同日前にした公示送達

については、なお従前の例による。 

(町民税に関する経過措置） 

第3条 新条例第34条の2及び第36条の2第1項ただし書の規定は、令和8年度以後の年度分の個人

の町民税について適用し、令和7年度分までの個人の町民税については、なお従前の例による。 

2 令和8年度分の個人の町民税に係る申告書の提出に係る新条例第36条の2第1項の規定の適用に

ついては、同項ただし書中「特定親族特別控除額（特定親族（同条第1項第12号に規定する特

定親族をいう。第36条の3の2第1項第3号及び第36条の3の3第1項において同じ。）（前年の合

計所得金額が85万円以下であるものに限る。）に係るものを除く。）」とあるのは、「特定親

族特別控除額」とする。 

3 新条例第36条の3の2第1項の規定は、附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日（以下「1号施

行日」という。）以後に支払を受けるべき新条例第36条の2第1項ただし書に規定する給与につ

いて提出する新条例第36条の3の2第1項及び第3項の規定による申告書について適用し、1号施

行日前に支払を受けるべきこの条例による改正前の日南町税条例（以下「旧条例」という。）

第36条の2第1項ただし書に規定する給与について提出した旧条例第36条の3の2第1項及び第3項

の規定による申告書については、なお従前の例による。 

4 新条例第36条の3の3第1項の規定は、1号施行日以後に支払を受けるべき所得税法（昭和40年

法律第33号）第203条の6第1項に規定する公的年金等（同法第203条の7の規定の適用を受ける

ものを除く。以下この項において「公的年金等」という。）について提出する新条例第36条の

3の3第1項の規定による申告書について適用し、1号施行日前に支払を受けるべき公的年金等に

ついて提出した旧条例第36条の3の3第1項の規定による申告書については、なお従前の例によ

る。 

(固定資産税に関する経過措置） 

第4条 新条例の規定中固定資産税に関する部分は、令和7年度以後の年度分の固定資産税につい

て適用し、令和6年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。 

(軽自動車税に関する経過措置） 

第5条 新条例第82条（第1号に係る部分に限る。）の規定は、令和7年度以後の年度分の軽自動

車税の種別割について適用し、令和6年度分までの軽自動車税の種別割については、なお従前

の例による。 

(町たばこ税に関する経過措置） 

第6条 次項に定めるものを除き、附則第１条第2号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課

すべきであった加熱式たばこ（新条例附則第16条の2の2第1項に規定する加熱式たばこをいう。

次項において同じ。）に係る町たばこ税については、なお従前の例による。 

2 令和8年4月1日から同年9月30日までの間に、日南町税条例第92条の2第1項の売渡し又は同条

第2項の売渡し若しくは消費等が行われた加熱式たばこに係る同条例第94条第1項の製造たばこ

の本数は、同条第3項及び新条例附則第16条の2の2の規定にかかわらず、次に掲げる製造たば

この本数の合計数によるものとする。 

(1) 日南町税条例第94条第3項の規定により換算した紙巻たばこ（新条例附則第16条の2の2第

1項に規定する紙巻たばこをいう。次号において同じ。）の本数に0.5を乗じて計算した製

造たばこの本数 

(2) 新条例附則第16条の2の2の規定により換算した紙巻たばこの本数に0.5を乗じて計算した

製造たばこの本数 



 

 

3 前項各号に掲げる製造たばこの本数に1本未満の端数がある場合には、その端数を切り捨てる

ものとする。 

 

 



議案第39号 

 

 

専決処分の承認を求めることについて（日南町国民健康保険税条例の一部改正） 

 

 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第179条第1項の規定により、日南町国民健康保険税条例の

一部改正について、別紙のとおり専決処分をしたので、同法同条第3項の規定により、これを本

議会に報告して承認を求める。 

 

 

令和7年5月9日 

 

 

                           日南町長  中村 英明 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



専 決 処 分 書 

 

 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第179条第１項の規定により、日南町国民健康保険税条例

の一部を改正することについて、次のとおり専決処分をする。 

 

 

令和7年3月31日 

 

 

                           日南町長  中村 英明 

 

 

日南町国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

 

 

日南町国民健康保険税条例（昭和45年日南町条例第31号）の一部を次のように改正する。 

 

改 正 後 改 正 前 

(課税額) 

第2条 (略) 

2 前項第１号の基礎課税額は、世帯主（前条

第２項の世帯主を除く。）及びその世帯に属

する国民健康保険の被保険者につき算定した

所得割額及び資産割額並びに被保険者均等割

額及び世帯別平等割額の合算額とする。ただ

し、当該合算額が66万円を超える場合におい

ては、基礎課税額は、66万円とする。 

3  第１項第２号の後期高齢者支援金等課税額

は、世帯主（前条第２項の世帯主を除く。）

及びその世帯に属する被保険者につき算定し

た所得割額及び資産割額並びに被保険者均等

割額及び世帯別平等割額の合算額とする。た

だし、当該合算額が26万円を超える場合にお

いては、後期高齢者支援金等課税額は、26万

円とする。 

(国民健康保険税の減額) 

第15条  次の各号の1に掲げる国民健康保険税

の納税義務者に対して課する国民健康保険税

の額は、第2条第2項本文の基礎課税額からア

及びイに掲げる額を減額して得た額(当該減

額して得た額が66万円を超える場合には、66

万円)、同条第3項本文の後期高齢者支援金等

課税額からウ及びエに掲げる額を減額して得

た額(当該減額して得た額が26万円を超える

場合には、26万円)並びに同条第4項本文の介

(課税額) 

第2条 (略) 

2 前項第１号の基礎課税額は、世帯主（前条

第２項の世帯主を除く。）及びその世帯に属

する国民健康保険の被保険者につき算定した

所得割額及び資産割額並びに被保険者均等割

額及び世帯別平等割額の合算額とする。ただ

し、当該合算額が65万円を超える場合におい

ては、基礎課税額は、65万円とする。 

3  第１項第２号の後期高齢者支援金等課税額

は、世帯主（前条第２項の世帯主を除く。）

及びその世帯に属する被保険者につき算定し

た所得割額及び資産割額並びに被保険者均等

割額及び世帯別平等割額の合算額とする。た

だし、当該合算額が24万円を超える場合にお

いては、後期高齢者支援金等課税額は、24万

円とする。 

(国民健康保険税の減額) 

第15条  次の各号の1に掲げる国民健康保険税

の納税義務者に対して課する国民健康保険税

の額は、第2条第2項本文の基礎課税額からア

及びイに掲げる額を減額して得た額(当該減

額して得た額が65万円を超える場合には、65

万円)、同条第3項本文の後期高齢者支援金等

課税額からウ及びエに掲げる額を減額して得

た額(当該減額して得た額が24万円を超える

場合には、24万円)並びに同条第4項本文の介



護納付金課税額からオ及びカに掲げる額を減

額して得た額(当該減額して得た額が17万円

を超える場合には、17万円)の合算額とす

る。 

(1) (略) 

  (2)  法第703条の5第1項に規定する総所得金

額及び山林所得金額の合算額が、43万円（納

税義務者並びにその世帯に属する国民健康保

険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち

給与所得者等の数が2以上の場合にあって

は、43万円に当該給与所得者等の数から1を

減じた数に10万円を乗じて得た金額を加算し

た金額）に被保険者及び特定同一世帯所属者

1人につき30万5,000円を加算した金額を超え

ない世帯に係る納税義務者(前号に該当する

者を除く。) 

     ア～カ (略) 

 (3)  法第第703条の5第1項に規定する総所得

金額及び山林所得金額の合算額が、43万円

（納税義務者並びにその世帯に属する国民健

康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者の

うち給与所得者等の数が2以上の場合にあつ

ては、43万円に当該給与所得者等の数から1

を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加算

した金額）に被保険者及び特定同一世帯所属

者1人につき56万円  を加算した金額を超

えない世帯に係る納税義務者(前2号に該当す

る者を除く。) 

     ア～カ (略) 

2 (略) 

 

護納付金課税額からオ及びカに掲げる額を減

額して得た額(当該減額して得た額が17万円

を超える場合には、17万円)の合算額とす

る。 

(1) (略) 

  (2)  法第703条の5第1項に規定する総所得金

額及び山林所得金額の合算額が、43万円（納

税義務者並びにその世帯に属する国民健康保

険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち

給与所得者等の数が2以上の場合にあって

は、43万円に当該給与所得者等の数から1を

減じた数に10万円を乗じて得た金額を加算し

た金額）に被保険者及び特定同一世帯所属者

1人につき29万5,000円を加算した金額を超え

ない世帯に係る納税義務者(前号に該当する

者を除く。) 

     ア～カ (略) 

 (3)  法第第703条の5第1項に規定する総所得

金額及び山林所得金額の合算額が、43万円

（納税義務者並びにその世帯に属する国民健

康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者の

うち給与所得者等の数が2以上の場合にあつ

ては、43万円に当該給与所得者等の数から1

を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加算

した金額）に被保険者及び特定同一世帯所属

者1人につき54万5,000円を加算した金額を超

えない世帯に係る納税義務者(前2号に該当す

る者を除く。) 

     ア～カ (略) 

2 (略) 

 

備考 改正部分は下線の部分及び太枠で囲まれた部分である。 

 

 

附 則  

（施行期日） 

１ この条例は、令和7年4月1日から施行する。 

（適用区分） 

２ この条例による改正後の日南町国民健康保険税条例の規定は、令和7年度以後の年度分の国

民健康保険税について適用し、令和6年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例

による。 



議案第40号 

 

 

財産の取得について（除雪ドーザ8ｔ級購入） 

 

 

 次のとおり、財産を取得することについて、地方自治法（昭和22年法律第67号）第96条第1項

の規定により、本議会の議決を求める。 

  

 

令和7年5月9日提出 

 

 

                                        日南町長   中村 英明 

 

 

 

 

１．財 産 の 内 容   物品（除雪ドーザ8ｔ級 1台） 

 

 

２．契約の相手方   住所  鳥取県日野郡日野町貝原153番地 

            氏名  根雨自動車整備 株式会社 

                代表取締役 田辺 正男 

 

 

３．取 得 価 格   15,565,000円（消費税及び地方消費税込） 

 

 

 







議案第41号

令和7年度日南町一般会計補正予算（第1号）

令和7年度日南町の一般会計補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）
第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ44,500千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ7,455,848千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」
による。

（地方債の補正）

第２条 地方債の変更は、「第２表 地方債補正」による。

令和7年5月9日提出

鳥取県 日南町長 中 村 英 明



歳　入 （単位：千円）

款 項 補正前の額 補正額 計

15 県支出金 983,724 1,000 984,724

2 県補助金 790,756 1,000 791,756

18 繰入金 708,634 10,600 719,234

2 基金繰入金 708,634 10,600 719,234

21 町債 405,800 32,900 438,700

1 町債 405,800 32,900 438,700

歳               入               合               計 7,411,348 44,500 7,455,848

1  (一般会計)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第 １ 表      歳  入  歳  出　予  算  補  正



歳　出 （単位：千円）

款 項 補正前の額 補正額 計

3 民生費 887,233 40,000 927,233

1 社会福祉費 635,814 40,000 675,814

6 農林水産業費 1,602,018 1,500 1,603,518

1 農業費 865,835 1,500 867,335

8 土木費 576,969 3,000 579,969

2 道路橋梁費 542,498 3,000 545,498

歳               出               合               計 7,411,348 44,500 7,455,848

2  (一般会計)



 3　（一般会計）

（変更） （単位　千円）

限度額 起債の方法 利　    率 償 還 の 方 法 限度額 起債の方法 利　    率 償還の方法

過 疎 対 策 事 業 254,300
証書借入又
は証券発行

10％以内（ただし、利率
見直し方式で借り入れる
資金について利率の見直
しを行った後において
は、当該見直し後の利
率）

 政府その他の資金の借
入れについては、その融
資条件による。ただし書
当初に同じ

287,200
補正前に同

じ
補正前に同

じ
補正前に同

じ

第２表　地 方 債 補 正

起 債 の 目 的
補　　　　　　　正　　　　　　　前 補　　　　　　　正　　　　　　　後



令和7年度日南町一般会計補正予算（第1号）に関する説明書



１　総　括
（歳　入） （単位：千円）

款 補正前の額 補正額 計

15 県支出金 983,724 1,000 984,724

18 繰入金 708,634 10,600 719,234

21 町債 405,800 32,900 438,700

　　　　 歳          入          合          計 7,411,348 44,500 7,455,848

1  (一般会計)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　歳　入　歳　出　補　正　予　算　事　項　別　明　細　書



（歳　出） （単位：千円）

補　正　額　の　財　源　内　訳

款 補正前の額 補正額 計 特　　　　定　　　　財　　　　源

国 県 支 出 金 地　方　債 そ　の　他

3 民生費 887,233 40,000 927,233 29,900 10,100

6 農林水産業費 1,602,018 1,500 1,603,518 1,000 500

8 土木費 576,969 3,000 579,969 3,000

 歳     出     合     計 7,411,348 44,500 7,455,848 1,000 32,900 10,100 500

一 般 財 源

2  (一般会計)



２　歳　入

（款） 15  県支出金                                （項） 2  県補助金 （単位：千円）

節

区　　　　　分 金　　額

  6 農林水産業費県補助金 671,908 1,000 672,908   1 農業費補助金 1,000 鳥取県園芸産地活力増進事業費補助

金 1,000

　 　　計 790,756 1,000 791,756

（款） 18  繰入金                                  （項） 2  基金繰入金

  1 財政調整基金繰入金 555,202 500 555,702   1 財政調整基金繰入金 500 財政調整基金繰入金 500

 26 介護給付費準備基金繰入金 0 10,100 10,100   1 介護給付費準備基金繰 10,100 介護給付費準備基金繰入金 10,100

入金

　 　　計 708,634 10,600 719,234

（款） 21  町債                                    （項） 1  町債

 12 過疎債 373,200 32,900 406,100   1 過疎債 32,900 過疎対策事業債（町道改良事業） 3,000

過疎対策事業債 29,900

　 　　計 405,800 32,900 438,700

3  (一般会計)

目 補正前の額 補　正　額 計 説　　　　　　　　　　　　明



３　歳　出

（款） 3  民生費                                   （項） 1  社会福祉費 （単位：千円）

補 正 額 の 財 源 内 訳

目 補正前の額 補　正　額 計 特　　定　　財　　源 説　　　　　　　　　　　明

国県支出金 地　方　債 そ　の　他 区　　分 金　額

  3 老人福祉費 302,114 40,000 342,114 29,900 10,100  12 委託料 15,000 介護保険事業 40,000  

 14 工事請負費 25,000

　計 635,814 40,000 675,814 29,900 10,100

（款） 6  農林水産業費                             （項） 1  農業費

  3 農業振興費 536,278 1,500 537,778 1,000 500  18 負担金補助及 1,500 旨い野菜の里づくり事業 1,500  

び交付金

　計 865,835 1,500 867,335 1,000 500

（款） 8  土木費                                   （項） 2  道路橋梁費

  2 道路維持費 374,743 3,000 377,743 3,000  12 委託料 3,000 道路維持管理事業 3,000  

　計 542,498 3,000 545,498 3,000

節

一般財源

4  (一般会計)



 5　（一般会計）

　　　　　　　(単位　千円）

当 該 年 度 中
起債見込額、補正額

当 該 年 度 中
元 金 償 還 見 込 額

〔32,900〕 〔32,900〕
１．普　通　債 7,724,012 7,482,507 389,800 842,216 7,030,091

① 土 木 135,311 166,989 13,000 17,305 162,684

② 衛 生 8,897 4,558 0 1,136 3,422

③ 農 林 水 産 0 0 0 0 0

④ 公 有 林 1,108 0 0 0 0

⑤ 防 災 518,961 522,863 3,600 28,615 497,848

⑥ 学 校 6,961 0 0 0 0
〔32,900〕 〔32,900〕

⑦ 過 疎 5,465,144 5,286,068 254,300 671,800 4,868,568

⑧ 過疎地域持続的発展 791,701 818,394 118,900 99,450 837,844

⑨ 臨 時 財 政 特 例 債 0 0 0 0 0

⑩ 地域総合整備事業債 0 0 0 0 0

⑪ 減税補填・臨時税収 795,929 683,635 0 23,910 659,725
補填・臨時財政対策債

⑫ 総 務 0 0 0 0 0

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末
及び当該年度末における現在高の見込に関する調書

区　　　　　　分 前 々 年 度 末 現 在 高 前年度末現在高見込額
当 該 年 度 中 増 減 見 込 

当 該 年 度 末
現 在 高 見 込 額



　　　　　　　(単位　千円）

当 該 年 度 中
起債見込額、補正額

当 該 年 度 中
元 金 償 還 見 込 額

区　　　　　　分 前 々 年 度 末 現 在 高 前年度末現在高見込額
当 該 年 度 中 増 減 見 込 

当 該 年 度 末
現 在 高 見 込 額

２．災　害　復　旧　債 219,870 194,768 16,000 30,234 180,534

① 土 木 216,870 190,232 11,500 29,864 171,868

② 農 林 水 産 3,000 4,536 4,500 370 8,666

③　そ の 他 0 0 0 0 0

32,900 32,900

405,800 872,450 7,210,625

7,943,882 7,677,275 438,700 872,450 7,243,525

補　　　正　　　額

補　正　前　の　額

合　　　　　　　計

 6　（一般会計）



・・・ 1

・・・ 1

・・・ 2

福祉保健課

農林課

建設課

一般会計

令和7年５月　日南町議会臨時会

補正予算説明附属資料



03　款　民生費

(単位:千円)

国県支出金 地方債 その他 一般財源

補正前の額 150,126 6,028 5,500 0 138,598

補　正　額 40,000 0 29,900 10,100 0

補正後の額 190,126 6,028 35,400 10,100 138,598

〇 事業説明

〇 執行経費

委託料(測量設計) 15,000 千円

工事請負費 25,000 千円

〇 財　　源

過疎債（ハード） 29,900 千円

介護給付費準備基金繰入金 10,100 千円

06　款　農林水産業費

(単位:千円)

国県支出金 地方債 その他 一般財源

補正前の額 20,000 0 20,000 0 0

補　正　額 1,500 1,000 0 0 500

補正後の額 21,500 1,000 20,000 0 500

○ 事業説明

○ 執行経費

・負担金及び補助金 主要園芸品目生産振興事業 1,500 千円

○ 財源

県支出金

・鳥取県園芸産地活力増進事業費補助金 1,000 千円

農林課

-　1　-

1532
旨い野菜の里づくり事業

日南トマト産地ビジョンの反収アップの目標を達成するため、トマトハウスの暑熱対策のための実
証に取り組む日南トマト生産部に対して、遮光用ハウス塗布剤等の購入に要する経費の一部を助成
する。（負担割合：県1/3、町1/6、事業者1/2）

＜補正理由等＞
・本事業は県の間接補助事業であり、県から予算確保の連絡があったのが本年３月11日であったた
め、本町の当初予算要求に間に合わなかったもの。
・塗布剤は日射量が増える梅雨明けまでに塗布する必要があるため、６月補正対応では事業執行が
困難である。

遮光用ハウス塗布剤及び除去剤
事業費：250千円/10a×120a=3,000千円
補助率：事業者1/2、県1/3、町1/6

1281
介護保険事業

・介護人材育成雇用拠点整備事業
地域に必要な介護サービスを将来にわたって安定的に提供することを目的に、町内で介護福祉分
野の人材を育成・確保(外国人含む)する体制を整備していく。これに伴い、拠点施設の敷地造成
に係る測量設計及び造成工事を行う。

01　項　農業費

03　目　農業振興費

事　　　業　　　名 区　分 金　額
財　　　源　　　内　　　訳

備　考

令和７年度一般会計補正予算(第１号)説明資料

01　項　社会福祉費 福祉保健課

03　目　老人福祉費

事　　　業　　　名 区　分 金　額
財　　　源　　　内　　　訳

備　考



08　款　土木費

02　項　道路橋梁費

02　目　道路維持費 (単位:千円)

国県支出金 地方債 その他 一般財源

補正前の額 374,743 106,240 124,900 1,700 141,903

補　正　額 3,000 0 3,000 0 0

補正後の額 377,743 106,240 127,900 1,700 141,903

○ 事業説明

○ 執行経費

・委託料 3,000 千円

○ 財源

地方債

・過疎債（ハード） 3,000 千円

1118
道路維持管理事業

3月に発生した町道日南邑線路肩崩壊に伴う、路肩修繕工事を行うための測量設計費を計上する
ため

-　2　-

建設課

事　　　業　　　名 区　分 金　額
財　　　源　　　内　　　訳

備　考


